
（平成２１年４月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 13 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 1196 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年８月の国民年金保険料については、

追納していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月から 41年３月まで 

         ② 昭和 46年１月から同年３月まで 

         ③ 昭和 49年４月から 52年９月まで 

         ④ 昭和 52年 10月から 55年２月まで 

         ⑤ 昭和 55年８月 

         ⑥ 昭和 57年４月から 60年３月まで 

         ⑦ 昭和 60年４月から 62年 12月まで 

申立期間①及び②については、Ａ市Ｂ区役所へ定期的に国民年金保険料

の納付に行っており、この期間の分だけ保険料が未納ということは無い。 

申立期間③から⑦については、一時期、自営していた店の支払いを優先

したため、国民年金保険料が未納となった時期があるが、その分について

は後でまとめて納付しており、この期間の保険料が未納ということは無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間⑤については、社会保険事務所の記録では、国民年金保険料の申請

免除期間とされ、また、昭和 55 年３月から同年７月までの期間及び同年９月

から 57 年３月までの期間についても同様に保険料の申請免除期間とされてい

るものの、申立人は、これらの期間について毎月、１か月分ずつ定期的に保険

料を追納しており、申請免除を解消しようという意欲が強かったと思われ、追

納済みの期間に挟まれた当該期間のみ追納しなかったとするのは不自然である。 

一方、申立期間①から④、⑥及び⑦については、申立人の国民年金保険料

の納付に係る記憶が定かでなく、保険料の納付状況、納付金額等が不明である。 

また、申立期間①から④については、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年金被



  

保険者名簿及び社会保険庁の記録によれば、申立人の夫の納付記録も、申立人

と同様に国民年金保険料の未納期間若しくは申請免除期間となっていることが

確認でき、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情は見当たらない。 

さらに、申立期間⑥のうち、昭和 57 年４月から 59 年９月までの期間につ

いては、申立人の夫の記録は納付済みとなっているものの、当該期間直前の追

納日は申立人とは異なっており、申立人が夫と一緒に納付したものとは考えに

くい。 

加えて、申立期間⑦については、申立人は、平成２年３月に当該期間直後

の昭和 63 年１月から平成元年３月までの国民年金保険料を過年度納付してい

ることが確認できることから判断すると、この時点において、申立期間⑦に係

る保険料を納付する意思はあったと考えられるものの、時効により納付するこ

とができず、このため、申立期間⑦は、未納のままにされたものと考えるのが

自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立人の申立期間

のうち、昭和 55年８月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年７月から 51年３月まで 

昭和 36 年４月に国民年金に加入して以来、妻が地域の納税組合長に継続

して夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。払わなかったことは一

度も無いと認識していたのに、当該期間が社会保険庁の記録では未納とさ

れており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所が保管する国民年

金手帳記号番号払出簿により、昭和 36年２月 24日に申立人の妻と連番で払い

出されていることが確認でき、申立人は、同年４月から 60歳到達前の 58年６

月までの国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料をすべ

て納付している。 

また、申立人の妻は、60 歳に到達するまでの国民年金加入期間について、

申立期間を含め、国民年金保険料をすべて納付しており、申立人及びその妻の

保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

さらに、申立期間は９か月と比較的短期間である上、申立期間当時、申立

人は自営業に継続して従事し、収入に変化は無かったとしているとともに、申

立人の居住地区においては、隣組費、税金及び国民年金保険料は納税組合を通

じて納付されていたことが確認できる。 

加えて、当時の納税組合長からは、申立人を含め居住地区内の住民全員分

の国民年金保険料を集金日当日に集金しており、その際、未納や遅延があった

という記憶は無いとの供述が得られることから、申立人が申立期間についての

み国民年金保険料を納付していないとされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年 10 月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から同年 12月まで 

            ② 昭和 40年１月から 42年９月まで 

国民年金制度発足当時、私の母親が私の国民年金の加入手続を行い、集

金人に保険料を納付してくれていた。昭和 39 年９月に結婚した後は、自分

で保険料を集金人に納付しており、同年 10 月からの３か月分は還付したと

のことだが、還付を受けた記憶は無い。 

申立期間について未加入とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、昭和 36 年

４月 23 日に申立人及びその母親の国民年金手帳記号番号が連番で払い出され

ていることが確認できるとともに、Ａ市役所が保管する申立人に係る国民年金

被保険者名簿の納付記録により、同年４月から 37 年３月までの期間及び申立

期間①を含む 38 年４月から 39 年 12 月までの期間の国民年金保険料について

は納付済みの記録となっているとともに、申立人が所持する国民年金手帳の昭

和 39 年度の印紙検認欄により、申立期間①の国民年金保険料が納付されてい

ることが確認できる。 

また、Ａ市役所が保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿において、

申立人が昭和 39年 10月１日に国民年金被保険者資格を喪失したことをうかが

わせる記載が確認できるものの、当該国民年金被保険者名簿の還付記録欄及び

申立人が所持する国民年金手帳の前納保険料還付記録欄には、申立期間①の国

民年金保険料を還付した旨の記載は無く、加えて、社会保険事務所には申立人

に係る還付記録は保管されていない上、申立人に係る特殊台帳も無く、申立期



  

間①に係る国民年金保険料を申立人に還付した事実を確認することができない

ことから見て、当時還付手続が行われていなかったものと推認される。 

一方、申立期間②については、申立人が所持する国民年金手帳の当該期間

の国民年金印紙検認記録が空欄であることが確認できるとともに、申立人が当

該期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人から、当該期間に係る国民年金保険料を過年度納

付又は特例納付により納付したとの主張も無い。 

このほか、申立人が申立期間②に係る国民年金保険料を納付していたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



  

福岡国民年金 事案 1199 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

申立期間の保険料納付記録を照会したところ、保険料が納付されていた

記録は確認できなかったとの回答をもらった。 

申立期間の国民年金保険料は、Ａ市Ｂ区の自宅で集金人に３か月ごとに

納付していたので回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き国民年金保険料を

すべて納付している上、申立人の夫が厚生年金保険被保険者資格を喪失した後

は、直ちに国民年金被保険者種別を変更して国民年金保険料を納付し続けてお

り、また、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年金被保険者名簿によれば、申立人の

夫が厚生年金保険に加入中の昭和 51年 11月に任意で国民年金に加入したこと

が確認でき、申立人の年金制度に対する理解は深く、保険料の納付意識も高

かったものと考えられる。 

さらに、申立期間当時、申立人の居住しているＡ市Ｂ区では、申立人の供

述どおり集金嘱託員（集金人）による国民年金保険料の戸別徴収が行われてい

たことが確認される上、申立人の住所や申立人の夫の勤務先に変更が無かった

ことから生活状況に大きな変化も無かったことがうかがえ、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付しない特別な事情が認められないことを踏まえると、

申立人が申立期間のみ保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

加えて、申立人は、自身の厚生年金保険の被保険者資格喪失に伴う国民年

金の任意加入被保険者資格の取得、及び国民年金制度の改正に伴う国民年金の

第３号被保険者への切替手続なども適切に行っていることが確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年８月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年８月から 48年３月まで 

申立期間の保険料納付記録を照会したところ、保険料が納付された記録は

確認できなかったとの回答をもらった。 

申立期間の国民年金保険料は、私が、農協又は集金人へ夫婦二人分を納

付していたので回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入以降の国民年金加入期間について、申立期間を

除き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の保険料の納付意識は高

かったことがうかがえる。 

また、社会保険事務所の保管する国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 37年８月 30日に夫婦連番で払い出さ

れているとともに、申立人及びその夫のそれぞれの国民年金手帳の昭和 46 年

度の検認記録から、夫婦二人の国民年金保険料は同一日に納付されたことが確

認できる。 

さらに、申立期間において、申立人が自身とその夫の国民年金保険料を一

緒に納付していたとしている上、申立期間に係る申立人の夫の国民年金保険料

は納付済みの記録であることが確認できることから、申立人の国民年金保険料

のみが納付されなかったとすることは不自然である。 

加えて、申立期間前後の期間において、申立人の住所に変更が無い上、生

活状況にも大きな変化は無いことがうかがえ、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付しない特別な事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1201 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から同年９月までの期間、37 年４月から 38 年３月

までの期間及び 43 年４月から 44年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から同年９月まで 

② 昭和 37年４月から 38年３月まで 

③ 昭和 43年４月から 44年３月まで 

当時、私は国民年金保険料を払えないような状況ではなく、国民年金保険

料は集金人に払っていたので、申立期間について未納とされているのは納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が所持する国民年金手帳の昭和 36 年度国民

年金印紙検認台紙の４月から９月までの欄に、当時の国民年金保険料の国民年

金印紙が貼
は

ってあり、その上に昭和 36年９月 12日の日付で、「Ａ市企」と記

載された検認印が押してあることから、申立人は当該期間の国民年金保険料を

納付していることが確認できる。 

また、申立期間②及び③については、それぞれ 12 か月と比較的短期間であ

るとともに、当該期間前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされている上、

申立人は当該期間を除く約 15 年間にわたる期間について国民年金保険料をす

べて納付していることから見て、当該期間についてのみ納付しなかったとする

のは不自然である。 

また、前出の昭和 36 年度国民年金印紙検認台紙については、切取線に割印

を押し、切り離して社会保険事務所に進達すべきものであるにもかかわらず、

割印が押されていない上、切り離して進達されてもおらず、行政側の事務処理

が不適切であったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 879 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日に

係る記録を平成 10年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 47万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 12月 31日から 10年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

平成 10 年１月１日付けでＡ社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所に転籍している

が、継続して勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録並びにＡ社Ｃ事業所が提出した離職証明書、人事異

動記録及び給与台帳から判断すると、申立人が同事業所に継続して勤務し（平

成 10 年１月１日にＡ社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所におけ

る平成９年 11 月の社会保険事務所の記録から、47 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は納付していないとしている上、事業主が資格喪失日を平成 10

年１月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを９年 12 月 31

日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料につい



  

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格

取得日に係る記録を昭和 20年８月 17日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

100円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年８月 17日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に事務

職として勤務していた申立期間における被保険者記録が無いとの回答が

あった。 

Ｃ社に入社し、その後、社名がＡ社から現在のＢ社に変わっているが、申

立期間を含め継続して在籍していたことは事実である。在籍期間のうち、

昭和 19 年１月から 20 年８月までは、徴用工として召集されているが、こ

の間も給与は継続してＡ社から受けていたので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が提出した申立人の経歴書、及び申立人の同僚の供述から判断すると、

申立人が申立期間においてＡ社に継続して勤務していたものと認められる。 

また、当時、Ａ社に申立人と同じ事務職として勤務していた同僚４人に聴

取したところ、うち３人は、「申立人はＣ社に入社し、私と同じ事務職として、

終戦後も継続して勤務していた。」と供述しており、残りの一人も、「申立期

間当時、申立人は、私と同じ事務職として勤務していたと記憶している。」と

供述しており、これら４人の同僚は、いずれも、申立期間当時、Ａ社における

厚生年金保険の被保険者であることが確認できる。 

さらに、Ｂ社では、「申立期間は、当社の創立前の期間であり、当時の申



  

立人に係る保険関係書類等は保存されておらず、保険料の納付については確認

できないが、申立期間当時、申立人は正社員であることが確認できるため、申

立期間において申立人の給与から厚生年金保険料を控除していたと思われ

る。」と回答している。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 20

年 12月の社会保険事務所の記録から、100円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ｂ社は、当時の関係資料は保存されておらず不明であるとし

ており、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 881 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は、昭和 47 年４月１日であると認められ

ることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を

訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、４万 8,000 円とすることが妥

当である。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年３月 31 日から同年４月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人の同社における資格取得日に係る記録を同年３

月 31 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万 9,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月 31日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を確認したところ、昭和 47 年

３月 31 日から同年８月１日までの期間が被保険者期間でないとの回答を受

けた。 

昭和 40 年にＢ社に入社し、47 年４月ごろにＡ社に移籍し、現在もＡ社に

勤務している。Ｂ社及びＡ社が作成した在職証明書及び年金支払明細を提出

するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 47 年８月１日に新規に厚

生年金保険の適用事業所となっているため、申立期間については、同社は

厚生年金保険の適用事業所とはされておらず、同社において厚生年金保険

被保険者資格を取得した申立人を含む５人は、いずれも同日に被保険者資

格を取得していることが確認できる。 



  

しかし、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは、同社が

保管する給与台帳により確認できる。また、同社は昭和 47 年２月１日に法 

人登記されたことが確認できる。 

   さらに、Ａ社に保管されている健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認並びに標準報酬決定通知書において、申立人を含む５人全員の届出が昭

和 47 年４月１日付けで同年６月 16 日に社会保険事務所において受け付け

られたことが確認できる。 

   加えて、Ａ社は、上記資格取得届及び給与台帳により、昭和 47 年４月１

日においては厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていたことが確認

できることから、適用日を同年８月１日とすべき特段の理由は見当たらな

い。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社は昭和 47 年４月１日付けで適用事業

所としての要件を具備したものとして、新規適用にかかる届出を社会保険

事務所に行ったにもかかわらず、申立人の資格取得日が事実と異なる日付

（昭和 47年８月１日資格取得）で記録されたものと認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認並びに標準報酬決定通知書において確認できる標準報酬月

額から、４万 8,000円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間のうち、昭和 47年３月 31日から同年４月１日までの期間につい

て、雇用保険被保険者記録、Ａ社から提出された給与台帳（給与明細書）

の写し及びＢ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失届の写しなどにより、申立人がＢ社からＡ社に継続して勤務し

（昭和 47 年３月 31 日にＢ社からＡ社に異動）、当該期間に係る厚生年金

保険料をＡ社により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基

づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、給与台

帳において確認できる報酬月額及び控除保険料額から、３万 9,000 円とす

ることが妥当である。 

一方、上記のとおり、社会保険庁の記録によると、Ａ社が厚生年金保険

の適用事業所となったのは昭和 47 年８月１日であるが、同社は同年２月１

日に法人として設立登記され、給与台帳により申立人を含む５人の従業員

が在籍していたことが確認できることから、当該期間においても厚生年金



  

保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、事業主は、申立人の当該期間にお

いて適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていな

かったと認められる上、社会保険事務所が、Ａ社が適用事業所となる前の

保険料に係る納入の告知を行うことは考え難いことから、社会保険事務所

は、申立期間に係る保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立

期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 30 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年１月１日から同年２月１日まで 

平成４年に年金記録を確認した際に、昭和 30 年１月１日から同年１月 31

日までの期間の厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。 

昭和 28 年にＡ社Ｃ支店に入社して以来、平成５年に同社を退職するまで

継続して勤務していたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する人事記録及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申

立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 30 年１月１日にＡ社Ｄ出張所から同社Ｃ

支店へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 30 年２月のＡ社Ｃ支店に

係る社会保険事務所の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は「保管期限を過ぎているため資料は無いが、社会保険事務所に

保険料を納付した。」と主張しているが、これを確認できる関連資料及び周辺

事情も無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、申立期間②に係る船員保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人の事業主における

資格喪失日に係る記録（昭和 24 年８月１日）、及び資格取得日に係る記録

（昭和 24年９月 30日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 4,500円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月から 24年３月５日まで 

             ② 昭和 24年８月１日から同年９月 30日まで 

社会保険事務所に船員保険被保険者期間を照会したところ、Ａ社（現在は、

Ｂ社）における申立期間①及び②に係る加入期間の記録が無いことが分

かった。 

保険料控除等の事実が確認できる資料は無いが、昭和 20 年３月に国のＣ

学校（現在は、Ｄ学校）を修了後、21 年４月から 26 年６月まで継続して申

立事業所に勤務していたのは間違いないので、申立期間を船員保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁が保有する申立人に係る船員保険被保険者記録によれば、申立人

は、昭和 24 年３月５日にＡ社において船員保険被保険者資格を取得後に同年

８月１日に同資格を喪失、同年９月 30 日に同社において同資格を再取得し、

その後 26 年６月 23日に同資格を再喪失した記録となっており、申立期間①及

び②の被保険者記録は無い。 

しかしながら、申立期間②については、Ｂ社が保管するＡ社作成の普通船員

履歴簿により、申立人は昭和 24 年３月 11 日にＡ社所有のＥ丸に乗船し、25

年９月４日まで継続して勤務していたことが確認できる。 

また、昭和 17年から 25 年まで存在していた事業主が作成した社会保険事務



  

局保管の船員保険被保険者票により、24 年８月１日付けで申立人に係る標準

報酬月額の改定が行われていること、及び当該日付で甲板見習から甲板員に昇

格していることが確認できることに加え、Ｂ社に照会した結果、「当社が保管

する普通船員履歴簿及び船員保険被保険者台帳から、申立人は昭和 24 年３月

から 26年６月までは継続して勤務していたはず。」と供述している。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る船

員保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 24

年８月の社会保険事務局保管の船員保険被保険者票の記録から、4,500 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る船員保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主の資格喪失及び取得届など、いずれの機会においても社会保

険事務所が記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から社会保険事

務所に資格得喪に係る届出が行われ、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 24 年８月の保険料の納付の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間②に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①については、Ｂ社が保管する普通船員履歴簿において、

申立人が当該期間において勤務していたことを確認できないとともに、社会保

険事務所が保管する申立事業所に係る船員保険被保険者名簿においても、当該

期間における申立人の船員保険の被保険者記録は確認できない上、申立人は、

船員手帳を所持しておらず、申立人が当該期間において、申立事業所で勤務し

ていたことを確認することができない。 

また、申立人は、昭和 20 年３月に修了した国のＣ学校の同期生で、申立事

業所に同時に入社した複数の同僚がいたと主張しているものの、申立人の当該

同僚の名前に関する記憶は明確ではなく、当時の状況について同僚からの供述

も得られないことから、当時の人事記録等による勤務実態及び事業主による船

員保険料控除の事実について確認することができない。 

さらに、Ｄ学校が保管する国のＣ学校の修了証書台帳によれば、申立人は

昭和 23 年 12 月４日に入所し、24 年３月４日に修了したとの記録が確認でき

るものの、20年３月の当該修了証書台帳には申立人の名前は見当たらない。 

加えて、申立人は申立期間①に係る船員保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として申立期間①に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係

る記録を昭和 41 年７月 22 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 41年７月 22日から同年８月６日まで 

Ａ社本社から同社Ｂ支店に転勤になった時の１か月間の厚生年金保険の加

入記録が無い。継続して勤務していたことは確かであるので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主及び申立人の同僚の供述並びに雇用保険の被保険者記録から判断す

ると、申立人が申立事業所に継続して勤務し（昭和 41年７月 22日にＡ社本社

から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管するＡ

社Ｂ支店における申立人に係る昭和 41 年８月の記録から、２万 2,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は、当時の資料が保管されておらず不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 42年 11月９日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を４万 2,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月 31日から同年 11月９日まで 

Ａ社Ｃ工場からＤ社に異動した時、会社の書類上の過誤により、厚生年金

保険の加入記録が１か月、空白になっている。申立期間について、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社本社人事部の回答及び同社が保管している厚生年金基金加入員を記録

した台帳により、申立人が申立てに係る事業所に継続して勤務していたことが

認められるとともに、同社は、「申立期間に係る厚生年金保険料について、申

立人の給与から控除されていたと推定できる。」と回答している。 

また、Ｂ社本社人事部は、「申立人の当該異動は、企業グループ内の在籍

出向であるが、異動手続の際に、事務上の過誤によって厚生年金保険記録に１

か月の空白が生じてしまったものである。」と回答している。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間直前の社会保険事務

所の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ

社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届確認通知書におい



  

て、資格喪失日が昭和 42 年 10 月 31 日と記録されている上、事業主が届出に

関し、過誤があったことを認めていることから、事業主が同日を資格喪失日と

して届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1202 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 10 月から 49 年１月までの期間及び 51 年７月から 55 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 49年１月まで 

② 昭和 51年７月から 55年３月まで 

国民年金制度ができた当初から国民年金に加入し、国民年金保険料を納

付してきたにもかかわらず、Ａ市Ｂ町（後にＡ市Ｃ区Ｂ。現在は、同市Ｄ

区Ｅ）に転入後、Ａ市Ｃ区役所（現在は、Ａ市Ｄ区役所）で確認したとこ

ろ、職員から相当長期の国民年金保険料の未納期間があるとの指摘を受け、

その職員から「このままでは年金の受給はできない。」と言われ、納得で

きなかったが、やむを得ず一括して国民年金保険料を納付した。その時、

職員から「これで国民年金保険料の未納は無い。」と説明を受けたので、

私の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が居住していたＦ市が保管する申立人の国

民年金被保険者名簿においては、昭和 36年４月から 39年９月までの検認記録

が確認できるものの、その後の国民年金保険料の納付記録は確認できず、同名

簿の備考欄には、「41 年 12 月 26 日付不在確認」、「40.8.23 転出 Ａ市Ｂ

町 803へ」と記載され、また、社会保険事務所が保管する申立人の国民年金被

保険者台帳においても昭和 40 年度欄には、「時効消滅」、備考欄には「不在

判明・41.12.26」、「昭和 44年４月 30日Ｇから移管」と記載されていること

が確認できることから、Ｆ市においては、申立人は所在不明扱いとされた結果、

申立期間①に係る国民年金保険料は未納のままとされたものと推認することが

できる。 

申立期間②については、Ａ市Ｄ区役所が保管する申立人の国民年金被保険



  

者名簿の受付年月日欄には「55.6.11Ａ市」と記載されていることから見て、

申立人は、昭和 55年６月 11日において、Ａ市Ｃ区役所に国民年金に係る転入

手続を行ったものと思われ、当該転入手続時点においては、申立期間②に係る

国民年金保険料は納付されていなかったものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人は、昭和 55 年６月の国民年金に係る転入手続後にＡ市Ｃ区

役所において未納とされていた国民年金保険料を一括で納付したと申し立てて

いるものの、一括で納付したとする時期及び納付金額に関する申立人の記憶は

明確でなく、仮に第３回目の特例納付により納付したとすれば、納付すべき国

民年金保険料額は、申立人が納付したとする金額とは大きく相違するほか、区

役所においては、過年度納付及び特例納付の国民年金保険料を収納することは

できないことから申立内容には不自然な点があると考えざるを得ない。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、このほか、申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年１月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 54年３月まで 

昭和 41 年ごろ、実の父親に国民年金の加入手続をしてもらい、42 年１月

からは自分で保険料を払ったと記憶している。 

国民年金保険料の金額や納付場所については、はっきりと憶
おぼ

えていないが、

口座振替で払っていたように思う。 

また、いつのころかは憶
おぼ

えていないが、国民年金保険料の未納分を一括で

払えることを聞き、未納の保険料があれば払おうと役所まで出向いたが、

担当者から、「奥さんの場合は今から 60 歳まで保険料を払えば、前のご主

人が会社勤めをしていた時の未加入期間等を合わせると年金がもらえま

す。」と言われて、その時は保険料を払わずに済んでよかったと思ったこ

とを憶
おぼ

えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人に

係る国民年金手帳記号番号が払い出されたのは昭和 54 年３月であることが確

認でき、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらない上、41 年ごろに申立人の国民年金への加入手続を

行ったとする父親は既に死亡しており、41 年時点における申立人の国民年金

への加入状況等は不明である。 

また、申立人は、昭和 42 年１月から自身で国民年金保険料の納付を始め、

納付は口座振替で行っていたと申し立てているものの、Ａ市に照会した結果、

同市において、口座振替による保険料の収納を始めたのは、48 年 10 月からで

あるとの回答が得られており、申立人の主張とは符合しない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号の払出しが確認できる昭和 54 年３



  

月の時点において、申立人の被保険者資格の取得日は、申立人の前夫が厚生年

金保険被保険者資格を喪失し、申立人が強制加入被保険者とされた 48 年８月

の時点にさかのぼるに止まり、それ以前の期間は、国民年金の未加入期間とさ

れたものと認められることから、申立人は、申立期間のうち、42 年１月から

48年７月までの期間の保険料は納付することができなかったと考えられる。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期は、第３回目の特例納

付の実施期間中であるものの、申立人からは、特例納付の実施時期と推認され

る時期に一括納付のため、いったんは役所に出向いたものの、「役所職員から

任意未加入期間を含めると年金受給資格を満たすとの説明を受け納付すること

を断念した。」との供述が得られている上、申立人から未納期間に係る国民年

金保険料を一括納付したとの主張が無いことを考慮すると、特例納付の実施時

期において、申立期間の国民年金保険料は納付されなかったものと考えざるを

得ない。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立期間の国民年金保険料

が納付されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1204 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年６月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年６月から 38年３月まで 

私が 20 歳になった時は学生であったため、父が国民年金の加入手続をし

た。３か月に１回、自治会の方が集金に来られて父が納付していたと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、昭和 38 年

９月 20 日に申立人の国民年金手帳記号番号が申立人の弟と連番で払い出され

ていることが確認でき、当該記号番号払出時点においては、申立期間の国民年

金保険料は、年度の納付期限を経過しているため、Ａ区役所において収納する

ことができなかったと考えられ、別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立人の申立期間に係る国民年金保険料については、申

立人の父親が納付していたと主張しているものの、申立人の弟についても、国

民年金被保険者名簿の記録において、申立人と同様、昭和 38 年４月から国民

年金保険料が納付されていることが確認でき、申立人の父親は、申立人に係る

国民年金の加入手続を行った時点から年度内の同年４月にさかのぼって国民年

金保険料の納付を始めたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の父親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は、国

民年金への加入手続や国民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民

年金加入手続や国民年金保険料の納付を行っていたとする申立人の父親も既に

死亡していることから、申立人に係る国民年金の加入状況、保険料の納付状況

等が不明であり、ほかに申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されて



  

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年８月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 42年８月から 45年２月まで 

          ② 昭和 45年３月から 47年３月まで 

夫が昭和 45年２月末に会社を退職し、独立して商店を私と始めた。 

国民年金への加入手続は昭和 46 年秋ごろに夫が行い、その時、役所の窓

口で「未納の期間を埋めたほうが将来満額もらえる。」と勧められたと聞

いた。 

夫は、「当日だったか、後日だったかは記憶に無いが、申立期間の保険

料全額を一括で支払った。金額は憶
おぼ

えていないが、納付書により納付した

記憶は無く、現金で納付し、領収書はもらっていない。仕入れのため常時

数万円ほどを手元に持っており、この中から納付した。」と言っている上、

これまで公租公課や、借入金、仕入先への支払い、通信・光熱費等の滞納

は無く、これは夫の性格であり、国民年金保険料も未納は無いはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人夫

婦の国民年金手帳記号番号は連番で払い出されており、当該国民年金手帳記号

番号の払出時期は、昭和 48 年２月との記録となっているものの、申立人夫婦

が所持する国民年金手帳には、そのいずれにおいても 47年４月から同年 12月

までの国民年金保険料の検認欄に同年 12月 23日付けの検認印が押されている

ことから、同年 12 月ごろに国民年金への加入手続が行われたものと推認され

る。 

また、申立人は、その夫が申立人の申立期間①及び②に係る国民年金保険

料を、夫の昭和 45年３月から 47年３月までの国民年金保険料とともに一括し

て納付したと主張しているが、社会保険庁の記録により、申立期間①について



  

は、申立人は厚生年金保険被保険者資格を喪失した直後の期間であり、その夫

は、当該期間において、厚生年金保険被保険者であることが確認されることか

ら、申立期間①の国民年金保険料を納付するためには、国民年金に任意加入す

ることが必要であるところ、当該手続が行われたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

さらに、申立人の夫が申立人の申立期間①及び②に係る国民年金保険料を

納付したとする時点においては、申立期間①の全部及び②の一部の期間（昭和

45 年３月から同年９月までの期間）は、時効により国民年金保険料を納付す

ることができない期間であり、当時は特例納付の実施期間ではなかったことを

考慮すると、申立期間①及び②のすべての期間についての国民年金保険料を一

括納付したとするのは不自然である上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見受けられない。 

加えて、申立人の夫が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の国民

年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1206 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 10 月から 43 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 43年６月まで 

昭和 43 年７月に夫が退職した後に、私は 36年４月以降の夫婦二人分の国

民年金保険料の未納分を、女性の集金人に２回に分けて、さかのぼって支

払った。 

国民年金保険料は、いつも夫婦二人分を支払っており、私の保険料だけを

支払ったことは無い。 

夫が 60 歳になった時に、夫の船員保険と国民年金とで重複した期間の保

険料は還付してもらったが、私は、その後も保険料を支払い続けていた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人及

びその夫の国民年金手帳記号番号が昭和 49 年 11 月 30 日に連番で払い出され

ていることが確認でき、申立人及びその夫に係る社会保険事務所の特殊台帳及

びＡ市Ｂ区役所が保管する国民年金被保険者名簿により、納付日が確認できる

43 年７月から 50 年３月までの国民年金保険料は夫婦同一日に納付されている

こと、並びにＡ市Ｂ区役所が保管する申立人及びその夫に係る国民年金被保険

者名簿において、57 年２月に夫婦共に保険料の口座振替手続を行っているこ

とが確認できることから、36 年４月から 39 年９月までの夫の船員保険被保険

者期間を除き、国民年金の加入から夫が死亡するまでの間において、夫婦二人

は、国民年金保険料を基本的に同一方法により納付していたものと推認される。 

また、前出の特殊台帳及び国民年金被保険者名簿により、申立人夫婦は、

一緒に、昭和 36 年４月から 39 年９月までの期間及び 43 年７月から 47 年 12

月までの期間の国民年金保険料を第２回目の特例納付の実施時期である 50 年

３月及び同年 11 月に一括納付していることが確認できるとともに、その後に



  

おいて、夫の 36年４月から 39年９月までの国民年金保険料については、船員

保険との重複加入を理由として 58 年８月に還付されていることから判断する

と、50 年３月の時点においては、申立人の夫の年金記録は、当該期間は未納

期間、その直後である申立期間（昭和 39 年 10 月から 43 年６月までの期間）

は船員保険の加入期間、43 年７月から 47 年 12 月までは未納期間とされてい

たものと推認され、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには任

意加入することが必要なところ、申立期間において任意加入していたことをう

かがわせる事情は見受けられない上、仮に任意加入していた場合であっても、

任意加入の期間である申立期間について国民年金保険料を特例納付することは

できなかったものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1207 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年３月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年３月から 47年３月まで 

昭和 45年２月末に会社を退職し、独立して商店を夫婦で始めた。 

私が国民年金への加入手続を行ったのは 46 年秋ごろで、その時、役所の

窓口で「未納の期間を埋めたほうが将来満額もらえる。」と勧められた。 

当日だったか、後日だったかは記憶に無いが、申立期間の保険料全額を一

括で支払った。金額は憶
おぼ

えていないが、納付書により納付した記憶は無く、

現金で納付し、領収書はもらっていない。 

仕入れのために常時数万円ほどの現金を手元に持っており、この中から納

付した。これまで公租公課や、借入金、仕入先への支払い、通信・光熱費

等の滞納は無く、これが自分の性格であり、国民年金保険料も未納は無い

はずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により申立人夫婦

の国民年金手帳記号番号は連番で払い出されており、当該国民年金手帳記号番

号の払出時期は、昭和 48 年２月との記録となっているものの、申立人夫婦が

所持する国民年金手帳には、そのいずれにおいても 47年４月から同年 12月ま

での国民年金保険料の検認欄に同年 12月 23日付けの検認印が押されているこ

とから、同年 12 月ごろに国民年金への加入手続が行われたものと推認される。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料をその妻の昭和 42 年８月から

47 年３月までの国民年金保険料とともに一括して納付したと主張しているが、

社会保険庁の記録により、申立人の妻の 42年８月から 45年２月までの期間は

厚生年金保険被保険者資格喪失の直後であるとともに、申立人は厚生年金保険

被保険者であることが確認されることから、申立期間の国民年金保険料を納付



  

するためには、申立人の妻が国民年金に任意加入することが必要であるところ、

当該手続が行われたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したとする時点に

おいては、申立期間の一部（昭和 45 年３月から同年９月までの期間）は、時

効により国民年金保険料を納付することができない期間であり、当時は特例納

付の実施期間ではなかったことを考慮すると、申立人が、その夫婦の申立期間

すべてについての国民年金保険料を一括納付したとするのは不自然である上、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見受けられない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 12 月から 55 年３月までの期間及び平成９年６月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 12月から 55年３月まで 

② 平成９年６月 

社会保険事務所の記録では、申立期間の国民年金保険料が未納とされてい

る。申立期間①の最初のころは、勤務先であるＡ市役所地階にある銀行で、

給料日ごとに国民年金保険料を納付し、その後は勤務先が変わったが、勤

務先近くの銀行で保険料を納付してきた。 

申立期間②についても、国民年金保険料を納付していたと記憶している。 

国民年金保険料が未納とされていることに納得できないので、調査の上、

記録の訂正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険事務所の記録から、申立人の国民年金手

帳記号番号は、昭和 55 年７月ごろに払い出されたことが確認でき、申立期間

①のうち、47 年 12 月から 53 年３月までの期間の国民年金保険料は、時効に

より納付することができなかったものと考えられ、別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、Ａ市Ｂ区役所から送付された納付書により、最初のころ

は、毎月給料日に国民年金保険料を最寄りの銀行で納付していたと供述してい

るが、Ａ市役所に対する調査結果から、昭和 47 年度までは、国民年金保険料

は市役所本庁及び区役所窓口での納付又は集金嘱託員の集金による納付であっ

たことが確認でき、保険料の納付方法が申立てと相違している。 

申立期間②については、社会保険庁のオンライン記録により、平成 13 年 12

月 28日に、申立人が９年６月 28日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、

同年７月１日に同資格を再取得したことに伴う国民年金の被保険者資格の取得



  

及び喪失の変更手続が行われていることが確認できることから、申立人は、同

年６月 28 日に厚生年金保険被保険者の資格喪失後、ただちには国民年金の種

別変更手続を行っておらず、当該期間当時は、国民年金に未加入であったと推

認される。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る国民年金保険料を納付してい

たこと示す関連資料（家計計簿、確定申告書等）が無い上、ほかに当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 886 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年８月１日から 51年９月 20日まで 

             ② 昭和 52年９月１日から 53年６月 20日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間①

において勤務していたＡ社及び申立期間②において勤務していたＢ社にお

ける被保険者記録が無いとの回答があった。 

勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人がＡ社における同僚として名前を挙げた者

の厚生年金保険被保険者記録が、社会保険事務所が保管する同事業所の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認できることから判断すると、

勤務期間の特定はできないものの、申立人が同事業所に勤務していたこと

を推認することができる。 

    しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認で

きない。一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠

番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

    また、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人に係る

雇用保険被保険者記録は確認できない。 

    さらに、Ａ社では、「申立期間における厚生年金保険の資格取得、喪失

等の資料について事実関係を確認したが、申立人の記録は確認できな

い。」と回答している上、同事業所に勤務していた申立人の同僚は、それ

ぞれ、「申立人が勤務していた記憶はあるが、当時、短期間で辞める者が



  

多く、見習期間が設けられていたため、正社員ではなかったのではない

か。」、「申立人に係る記憶は無く、厚生年金保険の適用についても分か

らない。」と供述していることから、当時、同事業所では入社と同時に厚

生年金保険被保険者資格を一律に取得させていなかった可能性がうかがえ

る。 

 

  ２ 申立期間②については、申立期間の一部について雇用保険被保険者記録

が確認できることから、当該期間において申立人がＢ社に勤務していたこ

とが認められる。 

    しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認で

きない。一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠

番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

    また、当該事業所では、「当時の厚生年金保険に関する書類は現存して

いるが、申立人の記録は確認できない。」と回答している上、同事業所に

勤務していた申立人の同僚４人に聴取したところ、いずれも申立人に係る

記憶は無く、うち一人は「当時、厚生年金保険に加入すると給料の手取額

が少なくなるとして、年金に加入していない者もいた。」、残りの３人は、

「当時の厚生年金保険の適用については分からない。」と供述しているこ

とから、当時、同事業所では入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を一

律に取得させていなかった可能性がうかがえる。 

 

３ 申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、申立人は、両申立期間において、国民年金に加入しており、国民

年金保険料も納付済みとなっている。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 887 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月 10日から 29年３月 15日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）Ｃ事業所に勤務していた申立期間に係る被保険者記録が無いと

の回答があった。 

昭和 26 年４月に入社し継続して勤務していたことは事実であるので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人の被保険者資格取得日は昭和 29年３月 15日となっており、申立期間に

おける申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者記号番号払出簿に

おいても、申立人の当該事業所における記号番号払出日は昭和 29年３月 15日

となっており、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録と一致している。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなっているため、業務を引き継いでいるＢ社に照会

したところ、「当時の関係資料が残っていないため、申立ての事実を確認でき

ない。」と回答している上、同事業所に勤務していた申立人の同僚二人に聴取

したところ、一人は、「当時、厚生年金保険の加入について選択できたと思う

が、具体的な厚生年金保険の適用に関する情報については分からない。私の場

合、臨時職員から厚生年金保険に加入する正社員になることを選択し、給料の

受取額が下がったことを記憶している。」、残りの一人は、「本社採用以外の

従業員は、職種によって厚生年金保険の加入について選択できたのではない

か。」と供述していることから、当時、同事業所では入社と同時に厚生年金保



  

険被保険者資格を一律に取得させていなかった事情がうかがえる。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年から 24年まで 

            ② 昭和 31年から 34年まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間①

に係るＡ社及び申立期間②に係るＢ社における被保険者記録が無かった。 

これら事業所において、農林業の作業に従事しており、働いていたことは

間違いないので、両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険業務センターが保管する厚生年金保険被保

険者台帳では、申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録は確認

できない。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿においても、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できな

い。一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が

無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も死亡している上、

同事業所に勤務していた申立人の同僚二人は、それぞれ、「申立人に係る

記憶は無く、当時、農林業の作業は周辺地域の人に依頼しており、従業員

が自ら行うことは無かったと思う。」、「申立人に係る記憶は無く、当時

の厚生年金保険の適用については分からない。」と供述していることから、



  

当時、同事業所では、業務内容によって直接雇用していなかった可能性が

うかがえる。 

 

２ 申立期間②について、社会保険業務センターが保管する厚生年金保険被保

険者台帳では、申立人のＢ社における厚生年金保険の被保険者記録は確認

できない。 

 また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿においても、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認でき

ない。一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番

が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、当該事業所では、「当時の関係資料等は保存しておらず、申立て

の事実を確認できない。」と回答している上、同事業所に勤務していた申

立人の同僚３人は、いずれも申立人に係る記憶は無いとしているほか、そ

れぞれ、「作業場では、繁忙期に季節的に雇用する日雇職員が勤務してい

た。」、「現場職員は、正社員ではなく、厚生年金保険の適用も無かっ

た。」、「現場職員は、社会保険の適用が無い日雇職員や請負職員が多

かった。」と供述していることから、当時、同事業所では、雇用形態に

よって厚生年金保険被保険者資格を一律に取得させていなかった事情がう

かがえる。 

 

３ 申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年８月 20日から 37年４月 21日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社Ｂ出張

所に勤務していた昭和 32 年８月から 37 年３月までの期間に係る脱退手当

金が支給済みとされていた。 

脱退手当金を受給した記憶は無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 37 年７月３日に支給

決定されているなど、社会保険事務所の一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

また、申立人は、昭和 37 年４月から 39 年３月までの２年間分の国民年金

保険料を 47 年６月に特例納付しており、申立てに係る厚生年金保険被保険者

資格の喪失直後の 37 年４月には、国民年金の強制加入被保険者であったにも

かかわらず、国民年金への加入手続を行っていない。このことから、厚生年金

保険被保険者資格の喪失時点では、申立人が、厚生年金保険被保険者期間と国

民年金被保険者期間をつなげる明確な意思を有していたとは考え難い。 

さらに、申立てに係る事業所の当時の事業主でもあった申立人の配偶者か

ら聴取しても、厚生年金保険関係の手続等については全く承知していないとの

供述しか得られない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに申立人が

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年２月１日から同年４月１日まで 

② 昭和 36年６月１日から同年 12月１日まで 

③ 昭和 36年 12月１日から 37年５月１日まで 

④ 昭和 37年５月１日から 39年４月 26日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社退職

後に脱退手当金を受給していると言われた。同社を病気入院のため退職し、

そのまま県外に転居したことから、社会保険事務所の所在地等も知らず、

自分が脱退手当金を請求しているはずが無い。脱退手当金の支給記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿には、申立人について脱退手当金が支給されていることを意味する

「脱」の表示が記されている。 

また、上記被保険者名簿により、申立人と同時期に当該事業所における厚

生年金保険被保険者資格を喪失し、かつ脱退手当金の受給資格を有する者 38

人について脱退手当金の支給記録を確認したところ、通算年金制度施行後であ

りながら、14 人について脱退手当金の支給記録が確認できる上、14 人全員に

「脱」の表示が記されている。 

さらに、脱退手当金の支給記録が確認できる上記 14 人の支給決定日は、厚

生年金保険被保険者資格喪失日から１年以内となっている者が 12 人確認でき、

被保険者名簿から名前が確認できた同僚から、「会社から脱退手当金について

の説明があったと思う。」との供述が得られていることから判断すると、事業

所による代理請求が行われていた可能性が認められる。 



  

さらに、申立期間の脱退手当金は、支給対象月数及び支給額に誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和 39 年

12 月７日に支給決定されているなど、社会保険事務所の一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月１日から 44年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間に

ついて厚生年金保険に加入した事実が無いとの回答があった。 

しかし、医師としてＡ病院に勤務していたことは間違いなく、厚生年金保

険に加入している同僚もいるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が名前を挙げた同僚で、社会保険事務所が保管するＡ病院の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録が確認できる医師一人、及

び同被保険者名簿において被保険者記録は確認できないが申立人が同病院で申

立人の後任として勤務していたと名前を挙げた医師一人は、自身が同病院に勤

務していたとするとともに、申立人が同病院に勤務していたことを供述してい

ることから判断すると、申立人が申立期間において同病院に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、上記名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確

認できない。一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠

番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、申立人がＢ大学医学部附属病院からＡ病院に申立人の前任者及び後

任者として派遣されていたとして名前を挙げた同僚医師二人についても、上記

名簿では被保険者記録は確認できず、申立人を加えた３人は、同病院における

厚生年金保険被保険者記録が確認できる同僚医師より以前に同病院に派遣され

た者であると認められるとともに、同病院は、唯一保管している「被保険者資

格取得名簿」では、申立人並びに申立人が名前を挙げた申立人の前任者及び後



  

任者の３人の名前は確認できないものの、社会保険事務所が保管する同病院に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で名前が確認できる同僚一人について

は名前が確認できる旨を回答しており、当該記録は、社会保険事務所が保管す

る同病院に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録と合致する。 

さらに、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人に係る

雇用保険被保険者記録は確認できない。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


